
JP 2013-149425 A 2013.8.1

10

(57)【要約】
【課題】高電圧での漏れ電流を低減できると共に鉄道車両に適した難燃性および耐熱性の
要求特性を満たし、薄い絶縁層であっても高圧電流に対して十分な絶縁特性を有し、かつ
環境負荷の低減に役立つハロゲンフリー難燃絶縁電線を提供する。
【解決手段】導体、該導体を被覆する第１絶縁層、及び該第１絶縁層を被覆する第２絶縁
層を有するハロゲンフリー難燃絶縁電線であって、該導体断面積が０．５～５．５ｍｍ２

、該第１絶縁層が、ポリエステル樹脂２０～５０質量部、ポリフェニレンエーテル系樹脂
２０～５０質量部、及び、スチレン系エラストマー３０～６０質量部を含有する樹脂成分
１００質量部に対して窒素系難燃剤を５～７０質量部含有する樹脂組成物からなり、該導
体直径に対する該第１絶縁層と第２絶縁層との総厚が１５～６５％で、該第１絶縁層と第
２絶縁層の厚さの比が４：１～５：２であることを特徴とする。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導体、該導体を被覆する第１絶縁層、及び該第１絶縁層を被覆する第２絶縁層を有する
ハロゲンフリー難燃絶縁電線であって、
　前記導体の断面積が０．５～５．５ｍｍ２であり、
　前記第１絶縁層が、ポリエステル樹脂２０～５０質量部、ポリフェニレンエーテル系樹
脂２０～５０質量部、及び、スチレン系エラストマー３０～６０質量部を含有する樹脂成
分１００質量部に対して窒素系難燃剤を５～７０質量部含有する樹脂組成物からなり、
　前記導体直径に対する前記第１絶縁層と前記第２絶縁層との総厚が１５～６５％であり
、
　前記第１絶縁層と前記第２絶縁層の厚さの比が４：１～５：２であることを特徴とする
、ハロゲンフリー難燃絶縁電線。
【請求項２】
　前記第１絶縁層を構成する樹脂組成物の樹脂成分が、ポリブチレンテレフタレート２０
～３０質量部、変性ポリフェニレンエーテル２０～３０質量部、及び、スチレンエチレン
ブチレンスチレン共重合体４５～５５質量部の比率で含有することを特徴とする、請求項
１記載のハロゲンフリー難燃絶縁電線。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハロゲンフリー難燃絶縁電線に関し、耐熱性、難燃性に優れ、絶縁層の厚さ
が比較的に薄く、車両用（特に鉄道車両）に好適に使用されるハロゲンフリー難燃絶縁電
線に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電車等のような車両に用いられる車両用電線は、６００Ｖ、または、１５００Ｖ等の高
圧電力を供給する配線経路に使用される。従来の代表的な車両用電線では、スズメッキ軟
銅可撓より線により形成される導体の周囲にセパレータを被覆し、その周囲に、所定の厚
さの絶縁体を被覆している。車両用電線には、難燃性と、軽量化、省スペース化が求めら
れている。
【０００３】
　車両用に限らず、難燃性が求められる絶縁電線として、特許文献１には、シングルサイ
ト型メタロセン触媒で重合された超低密度ポリエチレン、ハロゲン系難燃剤、及び亜鉛華
を含有する難燃性樹脂組成物を絶縁層として用いた絶縁電線が開示されている。この絶縁
層に用いる難燃性樹脂組成物の誘電率は３．３未満と低く、絶縁層の厚みを薄くしても高
電圧電流の漏れ電流を低減できる。
【０００４】
　一方、環境負荷の低減に対する要求に応えるために、ハロゲン元素を含まないハロゲン
フリーの絶縁電線が求められている。絶縁電線にハロゲン元素が含まれると、使用後の絶
縁電線を焼却処理する際に塩化水素等の有毒ガスが発生する可能性があるからである。
【０００５】
　一般に、ハロゲンフリー電線の被覆材料としては、ポリプロピレン等のポリオレフィン
系樹脂に水酸化マグネシウムや水酸化アルミニウムなどの金属水酸化物を配合して難燃化
した樹脂組成物が使用されている。例えば、特許文献２には、エチレン－酢酸ビニル共重
合体（ＥＶＡ）に、難燃剤として水酸化マグネシウムを配合した難燃性樹脂組成物を絶縁
層として使用する絶縁電線が開示されている。しかし、難燃性評価の厳しい基準であるＶ
Ｗ－１試験と称される垂直燃焼試験に合格させるためには、ポリオレフィン系樹脂中に多
量の金属水酸化物を配合する必要がある。その結果、絶縁層の誘電率が高くなり、高電圧
用途では漏れ電流が多くなる。また柔軟性が低下するという問題もある。
【０００６】
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　車両用絶縁電線の軽量化、省スペース化のため、電線の絶縁層の肉厚を薄くする要求が
高まってきた。しかしながら、絶縁層の肉厚を例えば０．４ｍｍ以下と薄くし、かつ、金
属水和物を配合すると、絶縁電線のカットスルー抵抗が大幅に低下するという問題がある
。特許文献３には、カットスルー抵抗に優れ、かつ燃焼時に有毒な腐食性ガスを発生しな
い、薄肉難燃絶縁電線が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３２７９２０６号公報
【特許文献２】特開２０００－２１９８１４号公報
【特許文献３】特開平１１－２１９６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記のように、ノンハロゲン難燃剤として金属水酸化物を用いた難燃性樹脂組成物では
、難燃性を満たすために金属水酸化物の配合量を増やすと誘電率が高くなり漏れ電流が多
くなる。一方、誘電率を下げるために金属水酸化物の配合量を減らすと、難燃性を満たす
ことができない。
　また、特許文献３に開示の薄肉難燃絶縁電線は、難燃性については、６０℃傾斜難燃試
験での評価では不十分であり、また、鉄道車両用に求められる、耐熱性についての評価が
示されていない。
　これらの事情に鑑み、本発明は、高電圧での漏れ電流を低減できると共に鉄道車両に適
した難燃性および耐熱性の要求特性を満たし、薄い絶縁層であっても高圧電流に対して十
分な絶縁特性を有し、かつ環境負荷の低減に役立つハロゲンフリー難燃絶縁電線を提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、鋭意検討の結果、上記課題が下記の手段により解決されることを見出し
た。
（１）導体、該導体を被覆する第１絶縁層、及び該第１絶縁層を被覆する第２絶縁層を有
するハロゲンフリー難燃絶縁電線であって、
　前記導体の断面積が０．５～５．５ｍｍ２であり、
　前記第１絶縁層が、ポリエステル樹脂２０～５０質量部、ポリフェニレンエーテル系樹
脂２０～５０質量部、及び、スチレン系エラストマー３０～６０質量部を含有する樹脂成
分１００質量部に対して窒素系難燃剤を５～７０質量部含有する樹脂組成物からなり、
　前記導体直径に対する前記第１絶縁層と前記第２絶縁層との総厚が１５～６５％であり
、
　前記第１絶縁層と前記第２絶縁層の厚さの比が４：１～５：２であることを特徴とする
、ハロゲンフリー難燃絶縁電線。
【００１０】
（２）前記第１絶縁層を構成する樹脂組成物の樹脂成分が、ポリブチレンテレフタレート
２０～３０質量部、変性ポリフェニレンエーテル２０～３０質量部、及び、スチレンエチ
レンブチレンスチレン共重合体４５～５５質量部の比率で含有することを特徴とする、前
記（１）記載のハロゲンフリー難燃絶縁電線。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、高電圧での漏れ電流を低減できると共に難燃性および耐熱性の要求特
性を満たし、薄い絶縁層であっても高圧電流に対して十分な絶縁特性を有し、かつ環境負
荷の低減に役立つハロゲンフリー難燃絶縁電線を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１２】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明のハロゲンフリー難燃絶縁電線（以下単に、「絶縁電線」とも称する）は導体断
面積が０．５ｍｍ２～５．５ｍｍ２のサイズの電線である。機器内、機器間の信号伝送、
給電等に使用される。その第１絶縁層を構成する樹脂組成物（以下単に、「第１の樹脂組
成物」とも称する）は、ポリエステル樹脂２０～５０質量部、ポリフェニレンエーテル系
樹脂２０～５０質量部、及び、スチレン系エラストマー３０～６０質量部を含有する樹脂
成分１００質量部に対して窒素系難燃剤を５～７０質量部含有する。
　第１の樹脂組成物は、上記の組成により、その誘電率を３．２以下とすることができる
。３．２以下の低誘電率材料である上記第１の樹脂組成物を、導体に接する第１絶縁層（
内層）部分に用いることにより、漏れ電流を効果的に低減することができる。
　また第１の樹脂組成物は、ポリフェニレンエーテル（ＰＰＥ）系樹脂と窒素系難燃剤、
ポリエステル樹脂の相乗効果によってある程度の難燃性も付与される。
【００１３】
　ポリフェニレンエーテル系樹脂とスチレン系エラストマーを含有する樹脂組成物は、常
温において弾性率が高く硬いポリフェニレンエーテル系樹脂を島に、伸びが大きく柔らか
いスチレン系エラストマーを海とする海島構造を持つポリマーアロイであると推定される
。ここにポリエステル樹脂を更に添加すると３成分のポリマーアロイとなる。ポリエステ
ル樹脂は結晶性樹脂であり、ガラス転移温度以上の温度であっても適度な弾性率を保ち、
柔軟性、伸張性を保持することができる。また、スチレン系エラストマーとの相溶性が比
較的高く、スチレン系エラストマー中に均一に分散させることができれば全体として引張
強さや引張強度が発現する。このような樹脂成分に窒素系難燃剤を含有させることで、柔
軟性を発現できると共に誘電率が低く、かつある程度の難燃性を持たせることができる。
【００１４】
　第１の樹脂組成物に用いるポリエステル樹脂としては、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタ
レート）樹脂やＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）樹脂等が挙げられる。特にＰＢＴ
樹脂は融点がポリフェニレンエーテルのガラス転移温度に近く、押出加工性が良い。また
難燃性にも優れている。
【００１５】
　第１の樹脂組成物に用いるポリフェニレンエーテル系樹脂について説明する。
　ポリフェニレンエーテルは、メタノールとフェノールを原料として合成される２，６－
キシレノールを酸化重合させて得られるエンジニアリングプラスチックである。またポリ
フェニレンエーテルの成形加工性を向上させるため、ポリフェニレンエーテルにポリスチ
レンを溶融ブレンドした材料が変性ポリフェニレンエーテル樹脂として各種市販されてい
る。本発明に用いるポリフェニレンエーテル系樹脂としては、上記のポリフェニレンエー
テル樹脂単体、及びポリスチレンを溶融ブレンドした変性ポリフェニレンエーテル樹脂の
いずれも使用することができるが、変性ポリフェニレンエーテル樹脂が好ましい。また無
水マレイン酸等のカルボン酸を導入したものを適宜ブレンドして使用することもできる。
【００１６】
　このようなポリフェニレンエーテル系樹脂においては、ポリスチレンのブレンド比率に
応じて加重たわみ温度が変化するが、荷重たわみ温度が９５℃以上のものを使用すると電
線被膜の引張特性が向上し、機械強度の大きい絶縁層が得られ、また熱変形特性が優れる
ため好ましい。なお荷重たわみ温度はＩＳＯ７５－１、２の方法により、荷重１．８０Ｍ
Ｐａで測定した値とする。
【００１７】
　ポリフェニレンエーテル系樹脂としてポリスチレンをブレンドしていないポリフェニレ
ンエーテル樹脂も使用できる。この場合、低粘度のポリフェニレンエーテル樹脂を使用す
ると、機械的強度を保持しつつ押出加工時の樹脂圧を低減することができる。ポリフェニ
レンエーテル系樹脂の固有粘度としては０．１～０．６ｄｌ／ｇが好ましく、更に好まし
い範囲は０．３～０．５ｄｌ／ｇである。
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【００１８】
　第１の樹脂組成物に使用するスチレン系エラストマーとしては、スチレン・エチレン・
ブチレン・スチレン（ＳＥＢＳ）共重合体、スチレン・エチレンプロピレン・スチレン共
重合体、スチレン・エチレン・エチレンプロピレン・スチレン共重合体、スチレン・ブチ
レン・スチレン共重合体等が挙げられ、これらの水素添加ポリマーや部分水素添加ポリマ
ーを例示できる。また無水マレイン酸等のカルボン酸を導入したものを適宜ブレンドして
使用することもできる。その中でも、スチレンエチレンブチレンスチレン共重合体が好ま
しい。
【００１９】
　また、スチレンとゴム成分のブロック共重合エラストマーを使用すると、押出加工性が
向上することに加え、引張破断伸びが向上し、また耐衝撃性が向上するなどの点で好まし
い。またブロック共重合体として、水素化スチレン・ブチレン・スチレンブロック共重合
体やスチレン・イソブチレン・スチレン系共重合体等のトリブロック型共重合体、及びス
チレン・エチレン共重合体、スチレン・エチレンプロピレン等のジブロック型共重合体を
使用することができ、スチレン系エラストマー中トリブロック成分が５０質量％以上含ま
れていると、電線被膜の強度及び硬度が向上するため好ましい。
【００２０】
　またスチレン系エラストマー中に含まれるスチレン含有量が２０質量％以上のものが機
械特性、難燃性の点から好適に使用できる。
　更に、分子量の指標となるメルトフローレート（「ＭＦＲ」と略記；ＪＩＳ Ｋ ７２１
０に従って、２３０℃×２．１６ｋｇｆで測定）が０．８～１５ｇ／１０ｍｉｎの範囲で
あることが好ましい。メルトフローレートが０．８ｇ／１０ｍｉｎ以上であれば押出加工
性が向上し、また１５ｇ／１０ｍｉｎ以下であれば機械強度が向上するため好ましい。
【００２１】
　さらに、スチレン系エラストマーの一部として、官能基を持つスチレン系エラストマー
を含有することが好ましい。官能基を持つスチレン系エラストマーは相溶化剤として働き
、ポリエステル樹脂とスチレン系エラストマーとが良好に混合し、密着力、高温特性、引
張伸び特性を向上することができる。官能基としてはエポキシ基、オキサゾリン基、酸無
水物基、カルボキシル基等が例示され、樹脂の種類に合わせて適宜選択できる。官能基を
持つスチレン系エラストマーの含有量は樹脂成分１００質量部に対して１～２０質量部が
好ましく、さらに好ましい範囲は１～１０重量部である。
【００２２】
　第１の樹脂組成物の樹脂成分は、上記ポリエステル樹脂を２０～５０質量部、ポリフェ
ニレンエーテル系樹脂を２０～５０質量部、スチレン系エラストマーを３０～６０質量部
含有する。ポリフェニレンエーテル系樹脂の含有量が５０質量部を超えると押出加工性が
低下し、また２０重量部より少ないと機械的強度や難燃性が低下する。同様に、ポリエス
テル樹脂の含有量が５０質量部を超えると押出加工性が低下し、２０質量部より少ないと
機械的強度や難燃性が低下する。ポリエステル樹脂のさらに好ましい含有量は、２５質量
部～４０質量部である。
　第１の樹脂組成物の樹脂成分は、ポリブチレンテレフタレート２０～３０質量部、変性
ポリフェニレンエーテル２０～３０質量部、及び、スチレンエチレンブチレンスチレン共
重合体４５～５５質量部の比率で含有することが好ましい。
【００２３】
　さらに上記樹脂成分としては、本発明の趣旨を損なわない範囲で各種樹脂を混合するこ
とが可能である。
【００２４】
　第１の樹脂組成物に使用する窒素系難燃剤としては、メラミン樹脂、メラミンシアヌレ
ート等を例示できる。窒素系難燃剤は使用後に焼却処理してもハロゲン化水素等の有毒ガ
スが発生せず、環境負荷の低減を図ることができる。窒素系難燃剤としてメラミンシアヌ
レートを使用すると混合時の熱安定性や難燃性向上効果の面で好ましい。メラミンシアヌ
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レートは、シランカップリング剤やチタネート系カップリング剤で表面処理して使用する
ことも可能である。
【００２５】
　前記窒素系難燃剤の含有量は、第１の樹脂組成物の樹脂成分１００質量部に対して５～
７０質量部である。５質量部を下回ると絶縁電線の難燃性が不充分であり、また７０質量
部を超えると伸びや押出加工性が低下するからである。窒素系難燃剤の含有量は１０～４
０質量部がさらに好ましい。
【００２６】
　さらに、第１の樹脂組成物には架橋助剤を含有することができる。架橋助剤を含有する
ことで樹脂の可塑化効果が得られ、押出加工性が向上する。また電離放射線の照射時の架
橋効率が高まる。架橋助剤としてはトリメチロールプロパントリメタクリレートやトリア
リルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート等の分子内に複数の炭素－炭素二重結合
を持つ多官能性モノマーが好ましく使用できる。また架橋助剤は常温で液体であることが
好ましい。液体であるとポリフェニレンエーテル系樹脂やスチレン系エラストマーとの混
合がしやすいからである。特に架橋助剤としてトリメチロールプロパントリメタクリレー
トは、樹脂との相溶性が良好であり、容易に混合できる点で好ましい。トリメチロールプ
ロパントリメタクリレートは、樹脂成分１００質量部に対して０．１～１０質量部含有す
ることが好ましい。
　また難燃性を向上するために、リン系難燃剤を添加しても良い。リン系難燃剤としては
リン酸エステルが例示される。
【００２７】
　本発明の絶縁電線は、前記第１絶縁層を被覆する第２絶縁層を有する。
　第２絶縁層を構成する樹脂組成物（以下単に、「第２の樹脂組成物」とも称する）は、
ハロゲン系難燃剤等を含まない、いわゆるハロゲン元素を含まず、前記第１絶縁層の機能
を低下させないものであれば、特に限定されず、目的、用途に応じて適宜選択されてもよ
い。
【００２８】
　その中でも１例として、外側の第２絶縁層には、難燃性を重視して、難燃効果の高い金
属水酸化物を一定の割合で含有する樹脂組成物を用いる形態が挙げられる、この形態につ
いて、以下に説明する。
【００２９】
　上記の難燃性を重視した第２絶縁層の場合、第２の樹脂組成物の誘電率は高くなるが、
前述の通り、内層である第１絶縁層の誘電率を低くしていることで、絶縁電線自体の漏れ
電流は低減できる。このような構成とすることで、高電圧での漏れ電流の低減と難燃性を
両立できる。
【００３０】
　上記の場合、第２の樹脂組成物に使用する樹脂成分としては、上記の第１の樹脂組成物
に用いる樹脂の他、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂、及び、エチ
レン酢酸ビニル共重合体、エチレンメチルアクリレート共重合体、エチレンエチルアクリ
レート共重合体、エチレンメリルメタクリレート共重合体等のエチレンαオレフィン共重
合体等、任意の樹脂を使用することができる。特にエチレン酢酸ビニル共重合体は、樹脂
組成物とした場合の押出性と柔軟性の観点から好ましく使用できる。
【００３１】
　難燃剤として使用する金属水酸化物としては、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウ
ム、水酸化カルシウム等を例示できる。この中でも押出加工性の観点から、粒子径が０．
１～３μｍの範囲にある水酸化マグネシウムが好ましい。
【００３２】
　金属水酸化物の含有量は、特に限定されないが、樹脂成分１００質量部に対して１５０
～２５０質量部の範囲が好ましい。１５０質量部以上であれば絶縁電線の難燃性がより向
上し、また２５０質量部以下であれば伸びや押出加工性がより向上する。さらに好ましい
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範囲は１５０質量部～２００質量部である。
【００３３】
　本発明において、第１の樹脂組成物及び第２の樹脂組成物には、必要に応じて酸化防止
剤、老化防止剤、滑剤、加工安定剤、着色剤、重金属不活性化材、発泡剤、多官能性モノ
マー等を適宜混合することができる。これらの材料を短軸押出型混合機、加圧ニーダー、
バンバリーミキサー等の既知の溶融混合機を用いて混合して樹脂組成物を作製する。
【００３４】
　本発明の絶縁電線は、上記第１の樹脂組成物からなる第１絶縁層を導体に被覆し、上記
第２の樹脂組成物からなる第２絶縁層を該第１絶縁層に被覆したものである。第１絶縁層
及び第２絶縁層を形成するには、既知の押出成形機を用いることができる。製造工程を簡
略化するためには、第１絶縁層と第２絶縁層を同時に押出被覆することが好ましい。
【００３５】
　更に第１絶縁層及び第２絶縁層が電離放射線の照射により架橋されていると、耐熱性や
機械的強度が向上する点で好ましい。電離放射線源としては、加速電子線やガンマ線、Ｘ
線、α線、紫外線等が例示できるが、線源利用の簡便さや電離放射線の透過厚み、架橋処
理の速度など工業的利用の観点から加速電子線が最も好ましく利用できる。
【００３６】
　本発明の絶縁電線において、第１絶縁層及び第２絶縁層の厚みは、後述する導体直径に
対して、第１絶縁層と前記第２絶縁層との総厚が１５～６５％となる範囲である。導体径
に対する絶縁層の厚さの比は、導体径の値により異なる。導体断面積が０．５ｍｍ２（導
体径約０．８ｍｍ）の場合は、導体径に対する絶縁層の総厚の比が６５％程度となり、導
体断面積が５．５ｍｍ２（導体径約２．８ｍｍ）の場合は、導体径に対する絶縁層の総厚
の比が１５％程度となる。第１絶縁層と前記第２絶縁層との総厚が導体直径に対して小さ
過ぎると高電圧での漏れ電流を十分に低減することができず、また十分に難燃性および耐
熱性が得られない。また、第１絶縁層と前記第２絶縁層との総厚が導体直径に対して大き
過ぎると、柔軟性が悪くなり、また、軽量化、省スペース化を目的とした絶縁層の薄層化
のために、本発明の第１絶縁層に前期第１の樹脂組成物を使用するという、本発明の技術
内容が無意味になる。
【００３７】
　また本発明の絶縁電線において、第１絶縁層と第２絶縁層の厚さの比が４：１～５：２
である。第１絶縁層の厚さがこの比よりも小さくなれば、高電圧での漏れ電流を十分に低
減することができない。また第１絶縁層の厚さがこの比よりも大きくなっても、これに伴
う本発明の効果の向上が得られない。
【００３８】
　本発明の絶縁電線において使用する導体としては、導電性に優れ、断面積が、鉄道車両
用規格に相当する０．５～５．５ｍｍ２のものであれば、特に限定されず、一般的な銅線
、アルミニウム線などが使用できる。
【００３９】
　また、本発明の絶縁電線は、鉄道車両用に好適に使用することができる。鉄道車両用に
好適に使用できる電線とは、鉄道車両に適した難燃性と耐熱性を有するものである。鉄道
車両に適した難燃性とは、社団法人日本鉄道車両機械技術協会の鉄道車両用材料燃焼試験
に合格し得る水準を意味する。また、１５０℃での加速老化試験に合格することが要求さ
れる。
【実施例】
【００４０】
　次に発明を実施するための最良の形態を実施例により説明する。実施例は本発明の範囲
を限定するものではない。
〔実施例１〕
（樹脂組成物１の作製）
　二軸混合機（２６ｍｍφ、Ｌ／Ｄ＝４８）を使用し、シリンダー温度２３０℃、スクリ
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ュー回転数２００～４００ｒｐｍで溶融混合し、ストランド状に溶融押出し、次いで、溶
融ストランドを冷却切断してペレットを作製した。配合例を表１に示す。
【００４１】
【表１】

【００４２】
　上記表１中、数値は質量部を示す。
　架橋助剤：トリメチロールプロパントリメタクリレート（ＴＭＰＴＭＡ）
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　老化防止剤：チバスペシャリティケミカルズ（株）製Irganox1010
　滑剤：日本化成（株）製 スリパックスＯ
　銅害防止剤：旭電化工業（株）製 アデカスタブＣＤＡ－１
【００４３】
（樹脂組成物２の作製）
　下記表２に示す配合処方で各成分を混合した。直径１２インチのオープンロール機を使
用し、１３０～１６０℃で混合した後、帯出しした試料をペレタイザを用いてペレット化
した。
【００４４】
【表２】

【００４５】
　上記表２中、数値は質量部を示す。
　ＥＶＡ１：酢酸ビニル量７０％のエチレン酢酸ビニル共重合体
　ＥＶＡ２：酢酸ビニル量３２％のエチレン酢酸ビニル共重合体
　水酸化マグネシウム：平均粒径０．７μｍ、ステアリン酸表面処理
　錫酸亜鉛：日本軽金属（株）社製、ＦｌａｍｔａｒｄＨ
　クレー：白石カルシウム（株）社製、バーゲス＃３０
　炭酸カルシウム：白石カルシウム（株）社製、白艶華ＣＣＲ（ステアリン酸処理）
　老化防止剤：チバスペシャリティケミカルズ（株）製Irganox1010
　滑剤１：日本化成（株）製 スリパックスＯ
　滑剤２：日本化成（株）製、スリパックスＥ
　銅害防止剤：旭電化工業（株）製 アデカスタブＣＤＡ－１
【００４６】
（絶縁電線の作製）
　導体には５０本撚りの錫めっき銅線（外径１．４７ｍｍ）を用いた。樹脂組成物１から
なる第１の絶縁層（内層）の厚みは０．４５ｍｍ、樹脂組成物２からなる第２の絶縁層（
外層）の厚みは０．１５ｍｍとした。押出条件は、導体予熱６０℃とし、シリンダーおよ
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びダイスの温度は１９０～２００℃に設定し、ライン線速２５ｍ／ｍｉｎとした。また各
絶縁電線には、照射量が１２０ｋＧｒａｙになるように加速電子線を照射した。
【００４７】
〔実施例２〕
　導体を外径１．８２ｍｍに変えた以外は、実施例１と同様にして絶縁電線を作製した。
【００４８】
〔比較例〕
　絶縁層樹脂組成物として、酢酸ビニル量１５％のエチレン酢酸ビニル共重合体をベース
樹脂としたものに、三酸化アンチモンおよび塩素系難燃剤と架橋剤とを適量添加したもの
を用いて単層の絶縁層とした以外は、実施例１、２と同様にして絶縁電線を作製した。但
し、比較例１は導体外径が１．４７ｍｍであり絶縁被覆層は０．８５ｍｍ、比較例２は導
体外径が１．８２ｍｍであり絶縁被覆層の厚さは０．８５ｍｍである。
【００４９】
　作製した上記の絶縁電線について以下の項目の評価を行った。評価結果を下記表３に示
す。
【００５０】
（被覆層の評価：引張特性）
　作製した電線から導体を抜き取り、被覆層の引張試験を行った。試験条件は引張速度＝
５００ｍｍ／分、標線間距離＝２５ｍｍ、温度＝２３℃とし、引張強さ（抗張力）と引張
破断伸びを各３点の試料で測定し、それらの平均値を求めた。引張強さ（抗張力）が７Ｍ
Ｐａ以上かつ引張破断伸び３５０％以上のものを「合格」と判定した。
【００５１】
（被覆層の評価：老化後伸び残率及び抗張力残率）
　１５０℃で９６時間エージングしたサンプルに対して上記と同様の引張試験を行い、抗
張力と引張破断伸びを測定し、オリジナルの数値を１００として、伸び残率、抗張力残率
を求めた。伸び残率７０％以上、抗張力残率７５％以上のものを「合格」と判定した。
【００５２】
（電線の評価：耐電圧）
　導体の絶縁の間に２．２ｋＶの直流電圧を１分間かけ、絶縁破壊のないのものを「合格
」と判定した。
【００５３】
（電線の評価：加熱後変形）
　１２０℃で３０分間予熱した試料を、荷重２．４５Ｎの重りをのせて１２０℃３０分間
置き、厚さを測定し、下記式にて減少率を求めた。
　（加熱前の厚さ－加熱後の厚さ）／加熱前の厚さ
　減少率が４０％以下のものを「合格」と判定した。重りの先端部は直径９．５ｍｍの平
らな底面でありその縁はわずかに丸められたものとした。
【００５４】
（電線の評価：加熱巻き付け）
　１５０℃で９６時間エージングした電線を、その電線と同じ径のマンドレルに巻き付け
、亀裂の有無を目視で観察した。亀裂のないものを「合格」と判定した。
（電線の評価：巻き付け加熱）
　電線を、その電線と同じ径のマンドレルに巻き付け、１５０℃で９６時間エージングし
、亀裂の有無を目視で観察した。亀裂のないものを「合格」と判定した。
（電線の評価：低温巻き付け）
　電線を－２５℃の温度下に１時間置いた後、その電線と同じ径のマンドレルに巻き付け
、亀裂の有無を目視で観察した。亀裂のないものを「合格」と判定した。
【００５５】
（電線の評価：鉄道車両材料燃焼試験）
　社団法人日本鉄道車両機械技術協会にて鉄道車両用材料燃焼試験を行った。結果は「難
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（スクレープ摩耗試験）
　ＩＳＯ６７２２：２００６の規定に基づいてスクレープ摩耗試験を実施した。導体が露
出するまでのブレードの往復移動回数を表３に示す。
【００５６】
【表３】

【００５７】
　実施例の電線は、比較例の電線に比べて絶縁層が薄く、小径であるにもかかわらず、比
較例の電線と同等に、鉄道車両に適した難燃性及び耐熱性を有し、耐摩耗などの他の特性
についても比較例の電線と同様またはそれ以上であった。特に、抗張力、加熱変形に優れ
ている。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明の活用例としては、ハロゲンフリー難燃絶縁電線であり、耐熱性、難燃性に優れ
、絶縁層の厚さが薄い電線であり、車両用（特に鉄道車両）に好適に活用される。
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